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董
仲
野
の
「
天
人
合
一
」
説
と
そ
の
政
治
的
功
能
に
つ
い
て

郵

紅

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
私
は
「
儒
学
に
お
け
る
天
思
想
　
　
董
仲
野
を
中
心
と
し
て
」
一
文
に
於
て
、
董
仲
醤
が
い
う
「
天
」
は
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ

て
い
る
と
述
べ
た
。
e
天
は
万
事
万
物
を
主
宰
し
創
造
す
る
力
を
備
え
た
最
高
至
上
の
人
格
神
で
あ
る
。
口
耳
は
意
識
的
に
人
間
社
会
に

干
渉
し
参
与
す
る
。
日
天
の
人
間
社
会
に
対
す
る
干
渉
参
与
は
儒
教
理
念
に
基
づ
く
。
⑳
天
と
儒
教
理
念
と
は
一
体
化
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
董
仲
野
の
儒
教
思
想
全
体
に
お
い
て
、
「
天
」
は
最
高
至
上
の
神
祇
で
あ
る
と
と
も
に
哲
学
本
体
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
董
筆
硯
の
哲
学
と
政
治
倫
理
思
想
「
人
道
」
と
は
「
天
神
」
の
道
、
つ
ま
り
「
天
道
」
を
中
心
に
し
て
構
築
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。

　
ま
た
、
董
仲
醤
は
「
人
」
に
つ
い
て
「
天
地
の
物
を
生
ず
る
所
以
は
、
人
よ
り
貴
き
も
の
な
し
。
人
命
を
天
よ
り
受
け
、
故
に
超
然
と

し
て
以
て
僑
る
と
こ
ろ
有
り
。
物
災
疾
し
て
仁
義
を
為
す
こ
と
能
わ
ず
、
唯
人
の
み
独
り
能
く
仁
義
を
為
す
。
息
災
疾
し
て
天
地
に
偶
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
こ
と
能
わ
ず
、
唯
人
の
み
独
り
能
く
天
地
に
上
す
」
（
『
春
秋
繁
露
』
人
副
直
数
第
五
十
六
）
人
の
内
包
を
天
の
「
霊
」
「
命
」
を
受
け

て
仁
義
道
徳
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
規
定
す
る
。
そ
し
で
人
の
外
延
に
つ
い
て
、
「
天
地
と
人
の
中
を
取
り
て
、
以
て
貫
い
て
こ
れ
を
参

通
す
」
（
王
道
通
三
第
四
十
四
）
る
こ
と
の
で
き
る
「
王
」
に
限
定
す
る
。
そ
し
て
、
董
仲
侍
は
「
三
綱
」
と
い
う
人
倫
道
徳
を
「
王
道
」

と
し
て
、
「
王
道
の
三
綱
は
天
に
求
む
べ
し
」
（
基
義
第
五
十
三
）
と
規
定
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
天
」
と
「
人
」
の
規
定
の
も
と
で
、
董
仲
野
は
「
天
」
と
「
人
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
天
人
の
際
、
合
し
て
一
と
為
る
。

同
じ
く
し
て
理
に
通
じ
、
動
き
て
相
益
し
、
順
い
て
相
響
く
、
之
を
徳
と
謂
う
」
（
深
察
名
号
第
三
十
五
）
「
天
も
亦
喜
怒
の
気
、
哀
楽
の
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心
有
り
、
人
と
相
副
い
、
類
を
以
て
之
に
合
し
、
天
と
人
と
は
一
な
り
」
（
陰
陽
義
第
四
十
九
）
と
い
う
「
天
人
合
＝
論
を
打
ち
だ
し

た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
天
人
関
係
の
歴
史
を
思
想
的
に
一
考
察
を
付
け
加
え
、
董
仲
鎌
の
「
天
人
合
＝
論
の
思
想
根
源
と
基
本
内
容
を
究

明
し
、
つ
づ
い
て
「
天
人
合
＝
論
の
政
治
的
功
能
を
探
り
た
い
。

、

「
天
人
合
一
」
の
理
論
起
源

　
「
天
人
合
＝
と
は
、
天
道
と
人
道
を
同
一
価
値
系
統
の
中
に
い
れ
て
、
以
て
天
と
人
と
の
関
係
を
究
明
す
る
天
人
観
で
あ
る
。

　
天
と
人
と
の
関
係
は
、
各
自
の
時
代
に
於
て
、
各
々
の
変
化
が
あ
っ
た
。
楊
尚
奎
氏
は
、
最
初
の
「
神
」
と
い
う
概
念
は
、
幽
霊
下
主

の
こ
と
で
は
な
く
、
天
と
人
と
の
間
に
於
て
、
天
と
人
の
連
絡
を
疎
通
す
る
支
配
者
を
指
し
、
彼
ら
は
天
と
人
の
間
の
媒
介
物
、
と
指
摘

　
　
　
（
3
）

し
て
い
る
。

　
股
代
の
「
帝
」
「
上
帝
」
と
人
と
の
交
流
は
、
名
義
的
に
は
股
王
族
の
祖
先
を
通
じ
て
行
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
股
王
朝
の
祭
祀
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

事
は
人
神
交
流
の
役
目
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
周
章
に
お
い
て
、
枯
燥
は
天
を
至
上
神
と
し
、
そ
し
て
「
天
命
論
」
を
支
配
思
想
の
支
柱
と
し
て
そ
れ
に
「
敬
徳
保
民
」
の
要
因
を
導

入
し
た
の
で
、
天
と
人
と
の
関
係
は
非
常
に
指
切
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
「
天
命
論
」
に
お
い
て
、
天
と
人
と
の
関
係
は
お
も
に
「
天
」

と
支
配
者
と
の
関
係
を
指
す
。
そ
の
内
容
は
、
「
君
権
神
授
」
で
、
も
う
一
つ
は
災
異
論
で
あ
る
。
両
者
は
共
に
天
と
人
と
の
神
秘
的
な

「
感
応
」
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。

　
「
君
権
神
授
」
と
は
、
真
正
の
「
天
の
命
令
」
を
受
け
て
こ
そ
、
人
間
社
会
の
正
統
的
な
支
配
権
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
天
の
人
間
社
会
の
君
主
に
対
す
る
選
択
と
王
権
の
授
受
と
い
う
点
と
、
君
主
た
ち
は
徳
を
修
め
て
以
て

天
に
感
化
す
る
と
い
う
点
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
天
と
人
と
の
互
い
の
交
流
で
あ
る
。

　
天
の
君
主
に
対
す
る
選
択
、
つ
ま
り
天
命
の
授
受
は
、
表
面
上
で
は
天
が
主
宰
と
な
っ
て
行
う
が
、
「
敬
徳
秘
露
」
の
人
文
主
義
要
素

が
導
入
さ
れ
て
か
ら
、
こ
れ
は
お
も
に
君
主
た
ち
の
道
徳
修
養
と
徳
政
の
程
度
と
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
　
『
尚
書
』
に

一
2

「



　
　
非
先
王
不
相
我
里
人
、
惟
王
淫
戯
、
用
自
絶
、
故
天
棄
我
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
伯
相
当
）

　
　
故
天
降
喪
干
股
、
岡
愛
干
毅
惟
逸
。
天
非
虐
、
惟
民
自
速
睾
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
酒
諾
）

と
あ
っ
て
、
君
主
は
も
し
徳
を
修
め
ず
、
民
を
愛
さ
な
け
れ
ば
、
則
ち
天
の
罰
を
受
け
天
命
を
失
い
、
滅
ん
で
し
ま
う
と
い
う
。
こ
れ
は

周
人
が
股
の
滅
亡
か
ら
受
け
取
っ
た
教
訓
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
天
不
可
信
、
我
迫
惟
寧
王
徳
延
、
天
不
庸
繹
三
文
王
受
命
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
君
爽
）

ひ
た
す
ら
天
命
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
「
敬
徳
保
民
」
に
専
念
す
れ
ば
、
天
は
天
命
を
絶
ち
き
る
こ
と
は
し
な
い
。

　
明
ら
か
に
、
天
命
論
に
お
け
る
「
天
人
感
応
」
の
「
天
」
と
「
人
」
と
の
関
係
は
不
平
等
関
係
で
あ
る
。
「
天
」
は
最
高
至
上
の
神
祇
で

あ
り
、
人
間
社
会
を
含
む
万
物
万
事
の
主
宰
者
で
あ
る
。
一
方
君
王
た
ち
は
「
天
」
の
人
間
社
会
に
お
い
て
の
代
表
に
過
ぎ
ず
、
い
わ
ゆ

る
「
天
の
子
」
で
あ
る
。
君
王
た
ち
は
徳
を
尊
び
民
を
保
つ
こ
と
を
通
じ
て
、
天
に
乞
い
「
天
命
」
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
な
不
平
等
関
係
は
、
原
始
宗
教
信
仰
に
お
い
て
の
人
神
関
係
ど
形
式
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
天
命
論
の
天
人
感
応
に
は
「
敬

徳
保
民
」
の
所
謂
人
文
主
義
要
素
が
入
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
の
価
値
は
初
め
て
認
め
ら
れ
た
が
、
人

は
ま
だ
天
神
の
奴
僕
に
過
ぎ
な
い
。

　
災
異
論
は
天
は
超
越
的
な
神
上
だ
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
天
地
自
然
問
の
災
異
に
政
治
倫
理
と
道
徳
的
な
解
釈
を
加
え
、
災

異
を
天
の
人
間
政
治
の
状
態
に
対
す
る
反
応
と
説
く
理
論
で
あ
る
。
董
仲
野
は
「
災
異
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
、

　
　
天
地
軽
物
、
有
不
常
之
廻
者
、
謂
之
異
、
小
者
謂
之
災
、
身
重
先
輿
、
而
異
乃
随
之
。
災
者
、
天
之
華
華
。
異
者
、
天
之
威
也
。
謎

　
　
之
而
不
知
、
乃
畏
之
以
威
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
見
早
智
第
三
十
）

ま
ず
、
災
異
は
天
地
間
の
「
不
常
の
物
」
と
い
い
、
そ
し
て
、
災
異
を
天
に
つ
な
い
で
そ
れ
を
「
天
の
謎
告
」
「
天
の
威
力
」
と
説
く
。

こ
こ
で
は
、
災
異
と
天
の
つ
な
が
り
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
人
の
「
天
」
に
対
す
る
絶
対
信
仰
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
。
こ
の
よ
う
な
災
異
論
は
、
春
秋
経
伝
に
は
よ
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
左
伝
」
の
昭
公
二
十
三
年
に
、
地
震
を
天
が
西
王
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
（
6
）
　
　
　
（
7
）

捨
て
る
兆
と
し
て
捉
え
て
い
る
記
事
が
見
え
る
。
そ
し
て
「
公
羊
伝
」
に
も
「
日
食
」
「
沙
鹿
崩
」
「
慧
星
」
な
ど
の
災
異
の
記
録
が
残
さ

れ
て
お
り
、
『
漢
書
』
五
行
志
に
、
董
仲
箭
、
劉
向
、
鄭
重
が
災
異
を
説
く
記
録
も
数
多
く
残
っ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
災
異
論
も
「
天
」
と
「
人
」
は
同
じ
価
値
系
統
に
は
置
い
て
い
な
い
。
天
は
ま
ず
自
然
神
と
し
て
登
場
さ
せ
万
事
万
物
を

一
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支
配
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
解
釈
系
統
に
お
い
て
は
、
天
を
社
会
神
に
変
身
さ
せ
人
間
社
会
の
全
て
を
支
配
す
る
と
し
て
、
社
会
的
な

懲
罰
機
能
を
天
に
賦
与
し
、
悪
い
政
治
を
し
た
君
主
た
ち
を
罰
し
よ
う
、
と
い
う
社
会
理
想
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
人
間
は

「
天
」
の
奴
僕
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
天
命
論
と
災
異
論
は
、
天
人
関
係
に
於
て
、
す
べ
て
「
天
人
感
応
」
の
形
で
天
と
人
の
交
流
を
説
く
。
し
か
し
、
こ
の
感
応
は
、
一
つ

の
神
秘
な
る
交
流
で
あ
り
、
な
ぜ
人
と
天
と
は
互
い
に
感
応
で
き
る
か
、
何
に
基
づ
い
て
感
応
す
る
か
、
な
ど
に
つ
い
て
、
知
性
的
、
あ

る
い
は
理
性
的
な
解
釈
証
明
を
行
っ
て
い
な
い
。
故
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
天
人
感
応
の
例
は
、
す
べ
て
人
の
天
に
対
す
る
崇
拝
と
信
仰

に
基
づ
く
も
の
で
、
「
天
神
」
に
対
す
る
祭
祀
し
拝
標
す
る
こ
と
か
ら
、
君
主
の
支
配
倫
理
観
を
知
ら
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
先
秦
諸
子
の
思
想
で
は
、
天
と
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
，
凡
そ
「
天
人
感
応
」
の
方
式
で
解
釈
を
行
う
傾
向
が
強
か
っ
た
。

　
た
と
え
ば
、
　
『
墨
子
』
の
場
合
で
は
、
墨
子
は
天
を
最
高
至
上
の
「
天
志
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
し
ば
し
ば
、
「
人
を
愛
し
人
を
利
す

る
も
の
は
、
天
必
ず
之
を
福
し
、
人
を
悪
み
人
を
賊
す
る
も
の
は
、
天
は
必
ず
之
を
滅
す
」
「
天
子
善
を
為
せ
ば
、
天
能
く
之
を
賞
し
、

天
子
暴
を
為
せ
ば
、
天
能
く
之
を
罰
す
」
（
天
話
中
）
と
い
い
、
人
間
の
行
為
は
天
に
感
応
で
き
、
天
は
必
ず
仁
徳
の
心
で
人
間
の
行
為

を
観
察
し
て
い
る
に
違
い
な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
■
天
人
感
応
」
の
か
た
ち
で
、
天
命
論
と
災
異
論
両
方
を
利
用
し
て
天
子

た
ち
に
「
仁
政
」
を
行
う
よ
う
に
、
と
勧
告
し
て
い
る
。

　
陰
陽
五
行
の
発
明
者
と
い
わ
れ
る
郷
衛
も
天
と
人
と
の
神
秘
な
感
応
を
重
視
す
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
「
応
乙
丸
」
に
、
「
凡
そ
帝
王
の
将

に
與
ら
ん
と
す
る
や
、
天
必
ず
先
ず
下
民
に
祥
を
見
す
」
と
あ
っ
た
も
の
は
、
彼
の
遺
文
と
も
見
ら
れ
る
。
新
し
い
帝
王
が
現
れ
よ
う
と

す
る
と
き
、
天
は
必
ず
瑞
祥
を
以
て
天
下
の
人
々
に
知
ら
せ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
陰
陽
五
行
説
は
、
そ
の
「
天
祥
」
を

説
明
す
る
理
論
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
天
と
人
と
の
感
応
の
媒
介
物
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
先
玉
儒
家
は
基
本
的
に
天
の
人
格
神
性
を
否
定
し
て
い
る
も
の
の
、
天
と
儒
家
理
念
の
問
に
一
つ
の
神
秘
な
つ
な
が
り
が
あ
る
、
と
主

張
し
て
い
る
。
こ
の
神
秘
な
つ
な
が
り
は
、
實
は
天
と
人
と
の
神
秘
な
感
応
に
外
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
落
子
は
天
を
「
禮
」
の
「
大
本
」

と
し
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
儒
家
の
「
神
道
設
教
」
傾
向
は
天
と
人
と
の
間
の
感
応
を
説
く
こ
と
に
よ
り
成
り
立
つ
理
論
で
あ
る
。
『
易
』

に
い
う
、

　
　
天
地
感
而
万
物
化
生
、
聖
人
感
人
心
、
而
天
下
和
平
。
観
其
所
感
而
天
地
万
物
強
情
可
見
　
。
　
　
　
　
　
（
成
卦
、
象
伝
）

一
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と
は
、
天
と
人
と
の
感
応
を
把
握
さ
え
で
き
れ
ば
、
「
天
下
万
物
の
情
を
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
天
は
、

感
応
の
発
生
地
で
あ
っ
て
、
人
は
そ
の
天
意
天
慶
を
接
収
す
る
。
こ
こ
で
も
天
は
人
よ
り
優
位
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

　
そ
れ
以
外
、
中
国
古
代
に
は
ま
た
「
同
類
感
応
」
と
い
う
感
応
論
が
あ
っ
た
。
『
易
』
に
、

　
　
同
声
相
応
、
同
気
相
等
。
水
流
湿
、
火
就
燥
、
雲
従
龍
、
風
従
虎
、
（
中
略
）
則
各
藩
錦
帯
也
。
　
　
　
（
乾
卦
、
文
言
）

と
い
う
の
は
、
自
然
界
の
現
象
を
と
り
あ
げ
て
万
物
間
の
必
然
性
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
董
仲
侍
の
「
天
人
合
一
」
の
理
論
は
天
命
論
、
災
異
論
の
「
天
人
感
応
」
及
び
「
同
類
感
応
」
を
基
礎
に
し
て
そ
れ
ら
を
改
造
し
た
う

え
で
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
る
。

二
、
「
天
人
合
一
」
の
理
論
構
成

1
、
「
天
人
合
一
」
の
成
立

　
董
仲
静
の
思
想
で
は
、
天
命
論
、
災
異
論
及
び
同
類
感
応
が
と
も
に
重
要
な
地
位
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
董
仲
野
は
天
を
「
百
神
の
大
君
」
と
し
、
そ
の
「
天
神
」
を
天
命
の
発
令
者
と
し
て
「
唯
天
子
の
み
天
よ
り
命
を
受
け
、
天
下

は
天
子
よ
り
命
を
受
く
」
（
為
人
者
天
第
四
十
一
）
と
い
う
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
「
天
命
論
」
と
本
質
的
な
区
別
は
な
い
が
、
漢
の
女
帝

の
　
　
三
代
受
命
、
其
符
安
在
。
災
異
之
変
、
何
縁
而
起
。
（
中
略
）
故
朕
六
曜
乎
天
人
之
応
。

と
い
う
「
冊
問
」
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
董
仲
侍
は
災
異
論
に
つ
い
て
の
全
面
的
な
見
解
を
次
の
よ
う
に
示
す
。

　
　
災
者
、
天
之
諮
也
、
異
者
、
天
之
威
也
。
謎
之
而
不
知
、
乃
畏
之
以
威
（
中
略
）
凡
聖
心
之
本
、
筆
生
於
国
家
之
失
、
国
家
華
厳
乃

　
　
始
雨
垂
、
而
天
出
災
害
以
謎
告
之
。
謎
告
之
、
而
不
知
変
、
乃
見
怪
異
以
都
立
之
。
驚
骸
之
、
尚
不
知
畏
恐
、
其
革
製
乃
至
。
以
此

　
　
見
天
意
之
仁
、
而
不
欲
陥
人
也
。
謹
案
、
災
異
以
見
天
意
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
仁
鞘
当
第
三
十
）

『
漢
書
』
の
「
賢
良
対
策
」
に
も
大
体
同
じ
内
容
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
理
論
だ
け
で
な
く
、
『
漢
書
』
の
「
五
行
志
」
に
は
、
董
仲
買
が

一
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災
異
と
政
治
の
関
連
に
つ
い
て
、
詳
し
く
解
釈
し
論
評
し
た
記
録
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　
同
類
感
応
論
は
、
董
仲
侍
に
と
っ
て
得
意
の
分
野
で
あ
る
。
『
春
秋
繁
華
』
．
に
「
同
類
響
動
第
五
十
七
」
篇
が
あ
っ
て
、
其
の
中
で
は
、

同
類
の
も
の
は
な
ぜ
互
い
に
感
応
で
き
る
か
、
な
ど
に
つ
い
て
、
陰
陽
な
ど
の
原
理
を
応
用
し
て
解
釈
を
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
子
仲
鎌
の
「
天
命
論
」
「
災
異
論
」
及
び
「
同
類
感
応
論
」
に
つ
い
て
の
論
述
は
、
単
に
過
去
の
理
論
を
も
う
】
度
重
複
し

た
の
で
な
く
、
董
仲
箭
は
そ
れ
ら
の
理
論
を
通
じ
て
、
天
朝
関
係
に
対
し
て
、
斬
新
の
見
解
及
び
理
論
構
造
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
み
ら

れ
る
。

　
従
来
の
天
と
人
と
の
関
係
は
す
べ
て
、
神
秘
な
る
天
人
感
応
に
頼
っ
て
い
た
。
そ
の
神
秘
な
る
天
人
感
応
に
於
て
、
人
と
天
は
同
次
元

の
地
位
に
は
あ
ら
ず
、
そ
の
感
応
も
不
平
等
感
応
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
天
は
最
高
至
上
の
人
格
神
で
あ
り
、
人
は
天

神
の
奴
僕
に
過
ぎ
な
い
、
君
主
は
天
の
人
間
社
会
で
の
管
理
人
で
あ
り
、
天
と
人
を
不
同
の
価
値
体
系
に
置
き
、
そ
の
関
係
を
説
い
て
い

た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
天
と
人
と
の
間
で
、
な
ぜ
感
応
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
何
に
基
づ
い
て
行
う
の
か
、
な
ど
問
題
に
つ
い
て
の
回

答
は
、
人
々
の
素
朴
な
宗
教
感
情
に
頼
る
し
が
な
か
っ
た
。

　
董
仲
箭
は
こ
う
し
た
伝
統
的
な
天
人
関
係
、
つ
ま
り
「
天
人
感
応
」
論
に
つ
い
て
、
根
本
的
な
改
造
を
行
っ
た
。
こ
れ
が
か
れ
の
い
う

「
天
人
合
＝
の
理
論
で
あ
る
。

　
「
天
人
合
＝
理
論
の
起
源
は
、
先
秦
儒
家
の
「
神
道
設
教
」
傾
向
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
『
易
』
に
、
「
操
れ
大
人
な
る
者
は
、
天

地
と
其
の
徳
を
合
し
、
日
月
と
其
の
明
を
合
し
、
四
時
と
其
の
序
を
合
し
、
鬼
神
と
其
の
吉
凶
を
合
す
」
（
事
宜
、
文
言
）
と
あ
り
、
ま

た
、
「
天
文
」
を
観
て
「
人
道
を
定
む
る
」
と
唱
え
た
陸
頁
も
「
聖
人
は
天
威
に
乗
り
、
天
気
を
合
し
、
天
功
を
承
け
、
麗
容
を
象
る
」
（

『
新
語
』
「
本
行
」
）
と
い
い
、
天
と
人
と
の
合
一
の
可
能
性
を
追
求
し
て
い
た
。
し
か
し
、
天
と
人
は
本
質
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
を

論
証
せ
ず
、
天
と
人
を
同
じ
価
値
体
系
に
置
か
ず
、
天
人
の
交
流
を
説
く
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
真
の
「
天
人
合
＝
で
は
な
く
、
人
が

天
の
神
聖
性
と
超
越
性
を
意
識
的
に
利
用
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

2
、
「
天
人
合
一
」
に
つ
い
て
の
論
証

　
「
天
人
合
＝
に
つ
い
て
、
董
仲
野
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、

一
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天
不
言
、
士
人
発
其
意
。
弗
為
、
余
人
行
其
中
。
早
寒
聖
人
単
発
天
意
、
不
可
不
深
観
也
。
受
命
之
君
、
天
意
之
所
予
也
。
（
中
略
）

　
　
是
故
事
各
順
於
名
、
名
各
順
倉
男
、
天
人
異
相
、
合
而
為
一
。
同
心
通
理
、
動
而
相
益
、
順
而
羊
蹄
、
謂
之
徳
道
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
深
察
名
号
第
三
十
五
）

　
　
天
亦
有
喜
怒
之
気
、
哀
楽
之
心
、
與
人
相
副
、
以
類
合
之
、
天
人
一
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陰
陽
義
第
四
十
九
）

　
　
天
地
人
、
万
物
之
本
也
。
天
生
之
、
書
置
之
、
人
成
之
。
（
中
略
）
三
者
相
為
手
足
、
合
番
成
体
、
不
可
一
無
燈
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
立
元
神
第
十
九
）

「
天
人
合
＝
概
念
の
特
定
意
味
ば
、
一
口
で
い
え
ば
、
天
と
人
ば
「
同
類
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
董
仲
箭
は
、
天
と
人
と
が
「
同
類
」
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
論
証
す
る
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
論
述
を
展
開
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
「
天
は
言
わ
ず
、
人
を
し
て
其
の
意
を
発
せ
し
む
」
（
深
青
名
号
第
三
十
五
）
と
し
て
、
天
の
意
志
は
人
に
言
葉
を
も
っ
て
傳
え

さ
せ
ふ
、
人
は
天
意
に
応
じ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
一
方
、
董
平
静
の
思
想
の
中
で
は
、
天
と
儒
教
理
念
と
は
一
体
化

し
て
い
る
か
ら
、
人
の
言
葉
と
行
動
が
儒
教
倫
理
道
徳
に
合
致
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
天
意
に
従
い
、
天
意
を
実
践
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
人
之
受
命
於
天
也
、
取
仁
於
天
而
仁
也
。
是
故
、
有
父
兄
子
弟
尊
親
、
有
忠
信
慈
恵
之
心
、
有
品
等
廉
譲
之
行
、
有
是
非
逆
順
之
治
、

　
　
（
中
略
）
唯
人
道
為
可
以
参
天
。
天
常
以
繋
累
筆
意
（
中
略
）
王
者
亦
常
以
愛
利
天
下
為
意
…
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
道
通
三
第
四
十
四
）

　
こ
こ
で
の
、
天
と
人
と
の
同
一
性
は
、
双
方
の
言
行
は
同
じ
基
本
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
基
本
原
則
は
、

儒
教
理
念
の
仁
義
禮
智
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
そ
し
て
、
董
仲
録
は
、
天
の
模
様
に
基
づ
い
て
、
人
の
形
象
が
決
ま
り
、
あ
る
い
は
、
人
の
模
様
に
基
づ
い
て
、
天
の
形
象
が
決
ま
る

と
い
う
手
法
を
使
っ
て
、
天
と
人
と
の
同
一
性
を
論
証
す
る
。

　
董
仲
醤
は
ま
ず
、
人
の
肉
体
は
「
天
神
」
の
形
象
を
象
っ
て
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
、

　
　
物
災
疾
耳
茸
偶
天
地
、
唯
人
再
構
偶
天
地
。
人
心
三
百
六
十
節
、
偶
天
之
数
也
。
形
体
骨
肉
、
偶
地
之
厚
也
。
上
欄
耳
目
聡
明
、
日

　
　
月
之
象
也
。
体
有
無
籔
理
脈
、
川
谷
之
象
也
。
心
有
哀
楽
喜
怒
、
神
気
之
類
也
。
　
　
　
　
　
　
（
人
副
母
数
第
五
十
六
）

人
の
肉
体
は
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
み
て
、
天
の
「
副
本
」
で
あ
り
、
天
の
形
象
の
写
し
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
反
面
で
、
「
天

一
7

一



神
」
の
形
象
は
、
人
の
肉
体
に
象
っ
て
描
か
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
董
仲
野
は
い
う
、

　
　
天
地
之
符
、
陰
陽
藩
王
、
常
設
於
身
、
身
軍
陣
也
。
数
与
之
相
参
、
故
意
与
之
相
連
也
。
　
　
　
（
人
副
天
数
第
五
十
六
）

人
は
な
ぜ
天
の
「
副
本
」
と
い
い
き
れ
る
の
か
、
と
い
え
ば
、
「
人
と
事
た
る
は
、
天
に
本
づ
き
、
天
は
亦
人
の
曾
祖
父
な
り
」
（
為
人
者

天
第
四
十
一
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
陰
陽
の
気
の
運
行
に
お
い
て
は
、
天
の
気
は
人
の
気
に
影
響
さ
れ
る
。
「
天
に
陰
陽
有
り
、
人

に
も
亦
陰
陽
有
り
。
天
地
の
陰
気
起
こ
れ
ば
、
人
の
陰
気
之
に
応
じ
て
起
こ
り
、
人
の
陰
気
起
こ
れ
ば
、
天
地
の
陰
気
も
亦
宜
し
く
辿
れ

に
応
じ
て
起
こ
る
べ
し
。
其
の
道
は
一
な
り
」
（
同
類
相
動
第
五
十
七
）
。

　
ま
た
、
人
と
「
天
神
」
と
は
同
じ
く
、
哀
楽
喜
怒
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
天
と
人
と
の
同
一
性
を
論
証
す
る
。

　
哀
楽
喜
怒
と
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
の
感
情
を
現
す
方
式
で
あ
り
、
入
間
と
外
の
生
物
と
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
で
あ
る
。
董

仲
箭
は
、
天
は
人
間
と
相
通
じ
る
か
ら
、
人
間
と
同
じ
感
情
を
も
っ
て
お
り
、
た
だ
現
す
形
式
が
違
う
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。
董
仲
野
は

い
う
。

　
　
春
気
愛
、
秋
気
厳
、
夏
気
楽
、
冬
着
哀
。
愛
気
以
生
物
、
強
気
以
成
功
、
軸
重
以
養
生
、
哀
気
以
喪
終
、
天
之
志
也
。
是
故
春
気
暖

　
　
者
、
天
之
所
以
愛
護
生
之
。
秋
気
清
者
、
天
幕
所
以
厳
以
成
之
。
夏
気
温
者
、
天
幕
所
以
楽
而
養
之
。
冬
気
量
者
、
天
球
所
以
哀
而

　
　
蔵
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
道
通
三
第
四
十
四
）

天
は
自
然
現
象
の
春
夏
秋
冬
を
も
っ
て
、
人
間
の
よ
う
な
哀
楽
喜
怒
の
感
情
を
現
す
と
い
う
。
そ
し
て
、
董
仲
岱
は
、
そ
の
春
夏
秋
冬
の

性
質
を
「
天
情
」
と
い
い
、
逆
に
、
人
間
の
感
情
は
、
そ
の
「
天
情
」
を
受
け
て
で
き
た
も
の
と
し
て
、
「
天
の
副
は
人
に
在
り
、
人
の

情
性
は
天
に
由
る
者
有
り
、
故
に
受
と
喰
い
、
天
の
号
に
由
る
な
り
」
（
為
人
軍
監
第
四
十
一
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、

人
間
と
天
と
は
、
同
じ
精
神
状
態
に
あ
り
、
同
じ
精
神
世
界
を
有
す
る
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
あ
る
。

　
人
の
肉
体
、
精
神
状
態
、
感
情
が
天
と
同
一
性
を
も
つ
こ
と
は
、
そ
の
深
層
に
は
、
天
神
の
道
「
天
道
」
と
儒
教
理
念
と
の
一
体
化
構

造
が
あ
る
。
そ
の
一
体
化
構
造
を
一
口
で
い
え
ば
、
人
間
社
会
の
倫
常
道
徳
規
範
、
つ
ま
り
儒
教
基
本
理
念
と
道
徳
理
想
は
天
の
意
志
、

性
質
、
働
き
そ
の
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
天
心
」
「
天
主
」
「
天
意
」
は
「
仁
」
で
あ
っ
て
、
「
義
」
で
あ
る
、
と
も
い
う
。

「
仁
は
天
の
心
な
り
」
（
八
田
第
十
七
）
　
「
仁
の
美
な
る
も
の
は
天
に
在
り
、
天
は
仁
な
り
」
（
王
道
通
三
第
四
十
四
）
「
天
志
は
仁
な
り
、

其
の
道
も
義
な
り
」
（
天
地
陰
陽
第
八
十
一
）
と
い
う
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

［
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董
仲
野
の
人
間
論
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
本
質
と
は
、
人
は
仁
義
の
倫
理
道
徳
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
倫
理

道
徳
性
を
人
間
の
本
性
と
し
て
規
定
す
る
。

　
　
物
災
疾
半
能
為
仁
義
、
唯
人
濁
能
為
仁
義
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
人
副
天
数
第
五
十
六
）

　
　
（
人
）
入
有
父
子
兄
弟
坦
坦
、
出
有
君
臣
上
下
測
量
、
会
聚
相
法
、
則
有
者
老
長
幼
之
施
、
藥
然
有
文
以
相
接
、
歓
喜
有
恩
以
相
愛
、

　
　
此
人
之
所
以
貴
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
対
策
三
）

ま
た
、
仁
義
道
徳
は
「
人
の
命
を
天
よ
り
受
く
る
や
、
仁
を
天
よ
り
取
り
て
仁
な
り
」
（
王
道
通
三
第
四
十
四
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
由
来

す
る
。

　
一
方
、
「
仁
と
は
天
の
心
な
り
」
（
愈
序
第
十
七
）
　
「
仁
の
美
な
る
も
の
は
天
に
在
り
、
天
は
仁
な
り
」
（
王
道
通
三
第
四
十
四
）
「
天
志

仁
な
り
、
其
の
道
も
義
な
り
」
（
天
地
陰
陽
第
八
十
一
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
天
心
」
「
天
主
」
な
ど
い
わ
ゆ
る
天
の
本
性
も
仁
義
で
あ
り
、

人
を
愛
し
、
万
物
を
生
成
す
る
と
い
う
「
仁
徳
」
こ
そ
天
の
最
高
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
。

　
そ
う
す
れ
ば
、
天
と
人
と
は
、
肉
（
實
）
体
、
精
神
状
態
、
感
情
な
い
し
陰
陽
な
ど
の
面
で
同
一
性
を
も
つ
だ
け
で
は
な
く
、
共
に
（
儒

教
）
倫
理
道
徳
を
自
己
の
本
性
と
し
て
い
、
両
者
は
本
質
的
に
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

3
、
「
天
人
合
一
」
の
基
本
原
則

　
以
上
、
董
仲
鉦
の
「
天
人
合
＝
に
つ
い
て
の
論
述
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
人
は
天
に
象
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
肉
体
と
主
体
的
な
思
惟
と
を
も
つ
神
祇
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
天
は
人
と
奪
い
副
い
、
類
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

以
て
之
を
合
す
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
人
は
小
さ
な
天
で
あ
る
。

　
一
方
、
天
と
は
、
實
は
人
が
入
間
の
姿
と
精
神
に
象
っ
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
肉
体
を
も
た
な
い
霊
魂
で
あ
り
、
人
間
精
神

の
外
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
天
蚕
た
喜
怒
の
気
、
哀
楽
の
心
有
り
」
「
人
の
陰
気
起
こ
れ
ば
、
而
し
て
天
地
の
陰
気
も
亦
た
之
に
応
じ

て
起
こ
る
」
（
同
類
相
同
第
五
十
七
）
と
い
う
。
つ
ま
り
、
天
は
大
き
な
人
で
あ
る
。

　
天
と
人
と
は
実
質
的
に
は
同
じ
も
の
の
不
同
な
る
表
現
形
式
で
あ
り
、
「
類
を
以
て
合
し
て
、
天
と
人
と
は
一
な
り
」
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
董
聖
帝
の
天
人
哲
学
の
中
で
、
天
と
人
の
交
流
は
、
平
等
か
つ
公
平
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
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前
述
の
よ
う
に
、
「
天
人
合
＝
論
の
実
質
は
、
天
道
と
人
道
を
同
一
価
値
体
系
の
中
に
い
れ
て
、
以
て
天
と
人
の
関
係
を
究
明
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
天
人
観
の
基
本
点
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
ω
　
天
は
、
人
間
と
同
じ
感
覚
と
感
情
を
も
ち
、
人
間
社
会
の
正
義
公
平
を
主
持
す
る
主
宰
者
で
あ
る
。
一
方
、
人
間
は
肉
体
的
に
は

　
　
天
を
象
り
、
精
神
的
に
は
天
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
②
　
天
と
人
間
と
は
、
同
じ
理
念
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
。
こ
の
理
念
は
儒
教
倫
理
道
徳
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
天
道
」
と
名
付
け
ら

　
　
れ
る
。

　
③
　
「
天
子
」
は
、
人
間
社
会
に
お
け
る
天
の
代
理
人
で
あ
る
。
天
子
の
権
力
は
天
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
天
子
は
、
「
天
に

　
　
法
り
」
「
天
に
因
り
」
て
、
「
道
」
を
立
て
る
べ
き
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
天
道
」
に
因
っ
て
国
家
を
治
引
す
る
基
本
法
則
と
政
策
を
作

　
　
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㈲
　
「
法
天
」
「
因
天
」
は
天
命
を
受
け
、
天
命
を
維
持
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。

三
、
「
天
人
合
一
」
論
の
政
治
的
実
践
意
義

　
天
道
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
「
人
道
」
を
立
て
る
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
孔
子
か
ら
傳
え
て
き
た
儒
家
の
伝
統
で
も
あ

る
、
「
孔
子
春
秋
を
作
り
、
上
は
之
を
天
道
に
揆
り
、
下
は
之
を
人
情
に
質
し
、
之
を
古
に
参
じ
て
、
之
を
今
に
考
う
。
（
中
略
）
邦
家
の

過
ち
を
書
し
、
災
異
の
変
を
兼
ね
、
こ
れ
を
以
て
人
の
為
す
所
を
見
、
其
の
最
悪
の
極
、
則
ち
天
地
と
流
通
し
て
、
往
来
相
応
ず
、
此
も

亦
天
の
一
端
を
言
う
な
り
」
（
賢
良
対
策
三
）
と
、
章
章
訂
も
強
調
し
て
い
る
。
「
天
人
合
一
」
理
論
は
、
漢
王
朝
の
政
治
支
配
、
「
大
一

統
」
政
治
体
制
の
確
立
に
は
、
重
要
な
実
践
意
義
を
有
す
る
と
み
ら
れ
る
。

1
、
天
命
論
に
お
け
る
天
人
感
応
と
災
異
論
に
対
す
る
改
造

　
「
天
人
合
＝
論
の
政
治
的
意
義
は
、
支
配
思
想
の
主
柱
で
あ
る
「
天
命
論
」

論
を
根
本
的
に
改
造
し
た
こ
と
に
あ
る
。

に
お
け
る
人
と
神
の
交
流
形
式
の
天
人
感
応
論
と
災
異

一
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天
人
感
応
論
と
災
異
論
の
欠
陥
は
、
天
と
人
と
は
違
う
価
値
体
系
に
属
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
天
と
人
と
の
間
に
、
な
ぜ

互
い
に
交
流
で
き
る
か
、
何
に
基
づ
い
て
感
応
す
る
か
、
あ
る
い
は
天
の
人
間
社
会
に
対
す
る
干
渉
参
与
は
ど
ん
な
媒
介
を
通
じ
て
行
う

か
な
ど
に
つ
い
て
、
智
性
的
な
い
し
理
性
的
な
説
明
と
論
証
が
欠
け
て
い
た
。
故
に
、
天
と
人
と
の
交
流
感
応
は
、
人
間
の
「
天
」
に
対

す
る
原
始
的
な
宗
教
崇
拝
及
び
「
天
命
」
に
対
す
る
心
理
的
な
依
頼
に
た
よ
る
し
が
な
か
っ
た
。

　
「
天
人
合
＝
説
の
成
立
は
、
天
と
人
と
の
交
流
感
応
を
「
天
人
合
一
」
の
中
に
組
み
入
れ
つ
つ
、
こ
れ
に
対
し
て
知
性
的
に
し
て
合

理
的
な
解
釈
と
論
証
を
与
え
た
。
た
と
え
ば
、
天
と
人
と
は
な
ぜ
互
い
に
感
応
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
天
と
人
と
は
肉
体
的
に
も
、
精
神

的
に
も
共
通
性
と
同
一
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
両
者
は
何
に
基
づ
い
て
感
応
を
果
た
す
か
に
つ
い
て
、
天
と
人

と
は
と
も
に
儒
教
理
念
に
則
っ
て
行
動
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
天
の
人
間
社
会
に
対
す
る
参
与
と
干
渉
は
、
人
間

社
会
の
産
物
で
あ
る
儒
教
理
念
に
従
う
こ
と
で
、
か
え
っ
て
人
に
天
に
対
す
る
主
動
性
を
も
た
ら
し
た
。

　
従
前
の
こ
う
し
た
不
合
理
的
な
系
統
（
天
と
人
と
の
直
感
的
、
不
平
等
的
交
流
関
係
）
の
中
に
、
い
ま
や
理
性
的
且
つ
知
性
的
な
解
釈

が
創
り
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
漢
の
武
帝
の
望
ん
で
い
た
「
大
一
統
」
の
政
治
体
制
に
は
、
實
に
都
合
の
良
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
具
体
的
に
い
え
ば
、
「
天
人
合
＝
論
に
よ
り
、
ま
ず
、
漢
の
武
帝
が
提
出
し
た
「
三
代
の
命
を
受
く
る
に
、
其
の
符
は
い
ず
く
に
か

あ
る
、
国
劇
の
変
は
、
何
に
縁
り
て
起
こ
る
」
と
い
う
珊
問
に
見
事
に
回
答
し
、
漢
王
朝
の
支
配
理
論
基
盤
が
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
漢
の
武
帝
の
珊
問
の
「
天
命
」
に
関
す
る
内
容
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
、
三
代
の
「
天
命
」
を
受
け
た
こ
と
や
災
異
は
天
が
下
し
た
悪

政
の
兆
し
と
い
う
こ
と
は
以
前
か
ら
傳
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
余
り
不
明
瞭
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
「
い
ず
れ
に
か
有
る
」

「
何
に
縁
り
て
起
こ
る
か
」
「
蓋
し
聞
く
」
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
を
使
っ
て
質
問
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
道
と
は
何
か
（
久
し
く

し
て
易
ら
ざ
る
の
道
）
、
天
下
を
治
面
す
る
道
は
何
か
、
（
何
を
禁
め
、
何
を
飾
る
か
）
に
つ
い
て
珊
問
を
下
し
た
。
ま
た
、
天
道
と
人
道

と
の
関
係
、
人
の
天
命
に
対
応
す
る
道
（
天
人
の
応
）
お
よ
び
天
命
の
根
拠
（
寝
撃
寝
岸
里
明
寝
昌
の
道
）
に
つ
い
て
珊
製
し
た
の
で
あ

る
。　

董
仲
鎌
の
答
案
は
、
基
本
的
に
「
天
人
合
＝
論
の
基
本
原
則
を
踏
ま
え
て
提
出
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
董
仲
静
は
「
天
と
は
群
物
の
祖
」
と
、
天
を
最
高
至
上
の
神
祇
と
規
定
し
た
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
災
害
、
怪
異
、
傷
敗
な

ど
三
段
階
の
災
異
論
を
打
ち
出
し
て
、
も
っ
て
天
の
主
宰
性
と
そ
の
人
と
通
じ
る
と
こ
ろ
の
「
天
人
相
與
」
を
論
証
す
る
。
天
意
、
天
道
、

一
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天
命
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
「
天
の
大
い
に
轟
け
て
之
を
し
て
王
た
ら
し
む
る
所
の
者
は
、
必
ず
自
ず
か
ら
至
る
者
有
り
。
此
れ
受
命
の

符
な
り
」
、
「
故
に
天
端
は
誠
に
応
じ
て
至
る
」
と
述
べ
て
、
天
命
を
得
て
こ
そ
、
正
当
な
る
人
間
社
会
の
支
配
権
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
。

　
そ
し
て
、
耳
蝉
酵
は
、
儒
教
思
想
と
「
天
命
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
天
道
の
大
な
る
も
の
は
陰
陽
に
在
り
、
陽
は
徳
な
り
、
陰
は

刑
な
り
。
刑
は
殺
を
中
り
て
徳
は
生
を
主
る
（
中
略
）
此
れ
を
以
て
天
の
徳
に
任
じ
刑
に
任
ぜ
ざ
る
こ
と
を
見
る
（
中
略
）
王
者
は
天
意

を
承
け
て
以
て
事
に
従
う
。
故
に
徳
教
に
任
じ
て
刑
に
任
ぜ
ず
」
「
量
れ
仁
、
誼
、
禮
、
知
、
信
五
常
の
道
、
王
者
當
に
修
飾
す
べ
き
所

な
り
。
五
者
修
整
す
る
が
故
に
天
の
祐
を
受
け
て
、
鬼
神
の
霊
を
承
く
」
と
述
べ
、
「
天
道
」
「
天
の
祐
」
「
鬼
神
の
霊
」
を
儒
教
の
政
治

的
徳
治
主
義
、
倫
理
道
徳
の
五
常
の
道
と
結
合
さ
せ
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
人
間
社
会
の
君
主
と
し
て
、
「
聖
人
は
天
に
法
っ
て
道
を
立
つ
」
と
い
う
よ
う
に
、
天
の
「
徳
に
任
じ
、
刑
に
任
ぜ
ず
」

と
い
う
「
天
意
」
、
「
仁
義
」
な
る
本
性
に
基
づ
い
て
、
徳
治
を
行
い
、
五
常
を
修
禅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
地
上
の
社
会
秩
序
の
維
持
は
有
り
得
な
い
し
、
天
の
庇
護
、
鬼
神
の
霊
も
得
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
君
主
は
儒
教
理
念
に
従
う

こ
と
を
も
っ
て
、
天
命
を
保
っ
て
い
く
べ
し
、
と
重
ね
て
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
と
め
て
い
う
と
、
「
聖
人
は
天
に
法
っ
て
道
を
立
つ
」
「
天
人
の
徴
、
古
今
の
道
。
孔
子
は
春
秋
を
作
る
に
、
上
は
之
を
天
道
に
揆
り
、

下
は
之
を
人
情
に
質
す
。
（
中
略
）
温
厚
の
極
、
乃
ち
天
地
と
流
通
し
て
往
来
相
応
ず
」
「
天
令
之
を
命
と
謂
い
、
命
は
聖
人
に
あ
ら
ざ
れ

ば
行
わ
れ
ず
。
（
中
略
）
此
の
故
に
王
者
は
上
は
謹
ん
で
天
意
を
承
け
て
、
以
て
命
に
順
う
」
「
道
の
大
原
は
天
よ
り
出
づ
、
天
変
わ
ら
ざ

れ
ば
、
道
も
亦
変
わ
ら
ず
」
（
以
上
の
引
用
文
は
全
て
「
対
策
」
よ
り
）
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
董
仲
鉦
は
「
天
人
合
＝

論
の
基
本
原
則
を
「
対
策
」
に
取
り
組
ん
で
、
天
人
と
儒
教
理
念
と
を
一
体
化
し
て
、
以
て
天
と
人
、
天
命
と
徳
、
道
と
儒
教
理
念
と
の

間
の
「
相
関
」
「
相
與
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
天
人
合
＝
説
の
成
立
に
伴
い
、
天
命
に
関
す
る
諸
問
題
、

災
異
、
人
事
の
根
本
な
ど
当
時
の
政
治
的
課
題
に
対
し
て
、
従
来
の
非
合
理
的
な
天
人
関
係
の
系
統
を
排
除
し
て
、
合
理
的
、
知
性
的
な

解
釈
と
解
説
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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2
、
二
重
の
君
主
政
治
論

　
「
天
人
合
＝
論
の
基
本
原
則
、
あ
る
い
は
「
対
策
」
に
述
べ
ら
れ
た
天
人
関
係
は
、
董
仲
録
の
君
主
政
治
論
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　
「
天
人
合
＝
の
系
統
に
於
て
、
天
道
と
人
事
と
は
本
質
的
に
一
致
し
て
い
る
。
「
天
の
道
」
と
人
間
社
会
の
社
会
関
係
お
よ
び
人
間
関

係
を
処
理
し
規
範
と
す
る
普
遍
法
則
、
つ
ま
り
支
配
思
想
化
し
た
儒
教
と
は
同
一
性
を
持
つ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
最
高
至
上
の
天
神
は
、

人
間
社
会
の
代
表
で
あ
る
「
王
」
と
も
一
体
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
王
は
「
天
」
の
人
間
社
会
に
お
け
る
総
代
表
に
も
な
る

わ
け
で
、
「
天
」
と
同
じ
く
最
高
至
上
の
神
聖
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
故
に
、
「
天
人
合
＝
論
を
基
礎
と
す
る
君
主
政
治
論
は
、
ま
ず
、
君
主
の
権
力
は
天
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
と
す
る
「
君
権
神
授
」

の
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
董
仲
野
の
「
君
権
神
授
」
は
、
現
実
的
な
立
場
と
「
天
人
合
一
」
論
に
よ
っ
て

立
て
ら
れ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
董
仲
箭
は
い
う
。

　
　
人
之
得
天
上
論
者
、
莫
如
受
命
之
天
子
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奉
本
第
三
十
四
）

　
　
受
命
之
君
、
天
意
着
所
予
也
、
故
号
為
天
子
者
、
宜
視
天
美
父
、
事
天
美
孝
道
也
。
　
　
　
　
　
（
胆
嚢
名
号
第
三
十
五
）

伝
統
的
な
天
命
論
は
、
君
主
が
必
ず
「
敬
徳
」
「
保
民
」
の
道
徳
行
為
を
も
っ
て
天
命
を
承
け
る
と
し
て
い
た
。
一
方
、
野
望
鎌
は
「
人

主
な
る
者
は
、
至
徳
の
位
に
居
り
て
、
殺
生
の
権
を
操
る
」
（
威
徳
所
生
第
七
十
九
）
と
い
い
、
現
実
社
会
と
し
て
の
漢
王
朝
の
支
配
者

が
「
人
主
」
だ
か
ら
、
当
然
「
至
徳
の
位
」
に
居
り
、
殺
生
の
権
力
を
も
ち
、
も
ち
ろ
ん
天
命
を
承
け
て
い
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
こ
れ

を
前
提
と
し
て
「
君
権
神
授
」
論
を
展
開
す
る
。
こ
れ
は
、
漢
王
朝
の
臣
下
と
し
て
の
現
実
性
に
よ
る
も
の
と
も
い
え
る
が
、
そ
も
そ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

天
と
人
（
聖
人
）
と
が
か
れ
の
理
論
に
お
い
て
同
体
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
天
は
人
間
社
会
の
支
配
権
を
君
主
に
授
け
た
条
件
と
し
て
、
君
主
は
「
天
に
法
っ
て
」
政
事
を
行
う
べ
し
、
と
し
て

　
　
天
皇
其
道
、
為
万
物
主
。
君
執
其
常
、
為
一
国
主
。
天
不
可
以
不
剛
、
主
不
可
以
二
輪
。
（
中
略
）
故
心
中
者
、
務
剛
景
気
、
為
君

　
　
者
、
務
堅
其
政
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
地
之
行
第
七
十
八
）

と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
「
天
道
」
は
君
主
の
権
力
の
来
源
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
君
主
の
政
事
は
、
天
道
に
因
っ
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
、
君
主
の
治
国
は
、
天
道
に
ど
の
よ
う
に
因
っ
て
行
う
の
か
、
董
仲
翻
は
、
政
事
は
天
の
春
夏
秋
冬
四
季

と
陰
陽
五
行
に
相
応
し
て
行
う
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
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天
志
仁
、
其
道
也
義
。
為
人
主
者
、
予
奪
生
殺
、
各
當
其
義
、
若
四
時
。
列
官
置
吏
、
必
以
其
能
、
若
五
行
。
好
仁
悪
戻
、
任
徳
遠

　
　
刑
、
若
陰
陽
。
此
之
謂
能
配
当
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
地
陰
陽
第
八
十
一
）

こ
こ
で
は
、
天
の
陰
陽
五
行
四
時
の
威
力
は
君
主
の
権
力
に
対
し
て
、
一
つ
の
制
約
の
役
割
を
果
た
す
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
「
天
人
合
＝
論
に
お
い
て
、
「
天
神
」
と
儒
教
理
念
の
一
体
化
、
「
天
道
」
と
人
事
と
は
統
一
さ
れ
る
。
従
っ
て
「
天
に
法
っ

て
」
政
事
を
行
う
こ
と
は
、
儒
教
倫
理
道
徳
に
基
づ
い
て
人
事
を
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
、
「
賢
良
対
策
」
に
い
う
よ
う
に
、

「
夫
れ
章
章
禮
知
信
五
常
の
道
、
王
者
ま
さ
に
修
飾
す
べ
き
所
な
り
。
五
者
修
筋
す
る
が
故
に
、
天
の
祐
を
受
け
て
、
鬼
神
の
禮
を
享
く
。

徳
を
方
外
に
施
し
、
群
生
に
延
及
す
」
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
従
っ
て
、
君
主
「
王
」
と
い
う
者
は
、
「
天
神
」
と
「
人
」
と
の
政
治
社
会
に
お
け
る
二
重
の
化
身
的
な
存
在
で
あ
る
。
「
天
徳
を
行
う

者
は
之
を
聖
人
と
い
う
」
（
威
徳
所
生
第
七
十
九
）
と
い
う
の
は
、
君
主
が
天
の
人
間
社
会
に
お
け
る
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
天
下
は
命
を
天
子
よ
り
受
け
、
一
国
は
則
ち
命
を
君
よ
り
穿
く
」
（
為
人
者
天
第
四
十
一
）
と
い
う
の
は
、
君
主
は
、
民
衆
の
総
代
表
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ゆ
え
に
、
君
主
の
政
治
的
使
命
は
、
「
王
者
唯
だ
天
の
施
し
の
み
其
の
時
に
施
し
て
之
を
成
し
、
其
の
命
に
法
っ

て
之
を
人
に
循
わ
し
む
」
（
王
道
通
三
第
四
十
四
）
こ
と
で
あ
り
、
天
道
に
法
っ
て
民
衆
を
支
配
し
、
あ
る
い
は
民
衆
を
リ
ー
ド
し
て
天

に
奉
じ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
と
民
衆
を
代
表
す
る
二
重
代
理
人
と
な
れ
て
こ
そ
、
君
王
は
は
じ
め
て
、
正
統
な
る
政
治
支
配
権

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
っ
た
と
き
、
君
主
は
絶
対
且
つ
神
聖
的
な
権
威
を
持
つ
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
要
約
す
れ
ば
、
董
仲
鉦
億
君
主
の
使
命
を
「
上
は
天
意
を
承
く
る
に
謹
み
て
以
て
命
に
順
い
、
下
は
教
え
を
明
ら
か
に
し
て
民
を
化
す

る
こ
と
に
務
め
、
以
て
性
を
成
す
な
り
。
法
度
の
宜
を
正
し
、
上
下
の
序
を
別
か
ち
、
以
て
欲
を
防
ぐ
。
此
の
三
者
を
修
め
て
大
本
を
墾

ぐ
」
（
対
策
三
）
と
規
定
し
て
、
こ
れ
は
「
春
秋
の
法
、
人
を
以
て
君
に
随
い
、
君
を
以
て
天
に
随
う
」
（
玉
林
第
二
）
と
い
う
言
葉
に
示

さ
れ
た
二
重
的
君
主
政
治
論
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
「
君
王
」
は
、
「
天
道
」
と
「
人
道
」
と
い
う
二
重
の
束
縛
を
う
け
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
君
主
の
政
治
と
個
人
道

徳
行
為
は
、
災
異
と
瑞
符
に
現
さ
れ
る
「
天
道
」
に
拘
束
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
災
と
は
天
の
議
な
り
。
異
と
は
天
の
威
な
り
」
（
必
仁
且

智
第
三
十
）
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
君
主
ば
儒
教
倫
理
道
徳
に
従
っ
て
人
事
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
　
「
明
主
賢
君
は
、
必
ず
其
の

信
に
於
て
す
、
是
の
故
に
三
本
を
粛
慎
す
。
（
中
略
）
辞
意
痒
序
を
立
て
、
孝
悌
敬
譲
を
修
め
、
以
て
教
化
を
明
ら
か
に
し
、
感
ず
る
に
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礼
楽
を
以
て
す
る
は
、
人
本
に
奉
ず
る
所
以
な
り
」
（
立
元
神
第
十
九
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
君
主
の
政
治
行
為
は
「
三
綱
五

常
」
の
倫
理
綱
常
原
則
に
反
す
る
と
き
、
天
に
懲
罰
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
　
「
天
人
合
一
」
論
の
政
治
的
な
本
質
も
、
二
重
に
な
る
。
一
つ
は
、
君
主
「
王
」
を
神
秘
化
し
て
、
「
大
一
統
」
を
指

向
す
る
漢
の
支
配
に
正
統
的
、
神
聖
的
な
支
配
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
「
天
神
」
の
名
義
の
本
で
、
「
三
綱
五
常
」

の
倫
理
綱
常
原
則
を
君
権
の
上
に
置
き
、
肥
大
化
し
つ
つ
あ
る
君
権
に
精
神
的
制
約
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

3
、
「
無
為
」
か
ら
「
有
為
」
政
治
へ
の
転
換
の
理
論
基
礎

　
「
天
人
合
＝
の
理
論
は
、
漢
の
武
帝
期
に
お
い
て
「
無
為
」
の
治
を
収
束
し
、
「
有
為
」
の
政
治
へ
と
転
換
を
果
た
す
こ
と
に
、
積
極

進
取
の
理
論
根
拠
を
提
供
し
た
。

　
従
来
の
「
天
命
論
」
と
「
天
人
感
応
」
論
に
於
て
、
天
と
人
と
は
、
同
じ
価
値
体
系
に
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
人

は
天
の
奴
僕
で
あ
り
、
人
に
と
っ
て
、
天
は
至
上
神
で
あ
り
、
人
間
社
会
の
全
て
を
支
配
し
主
宰
し
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

天
が
人
間
社
会
の
全
て
の
事
を
主
宰
し
支
配
す
る
こ
と
は
、
人
が
絶
対
に
天
の
意
志
に
従
い
天
命
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
は
本
来
的
に
無
為
の
地
位
に
居
る
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
は
、
政
治
人
事
に
曾
て
、

黄
老
の
学
の
「
無
為
の
治
」
と
本
質
的
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
の
民
間
社
会
の
生
活
に
於
て
も
、
「
天
に
聴
い
て
命
に
由
る
」

と
い
う
命
定
論
と
し
て
出
現
す
る
。
た
と
え
ば
、
「
離
合
根
」
等
三
篇
で
の
董
仲
野
の
天
論
は
、
未
だ
「
天
人
合
＝
に
至
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
君
主
の
使
命
に
つ
い
て
、

　
　
人
君
者
、
藪
田
詳
始
、
敬
小
首
微
、
志
如
死
灰
、
形
如
委
衣
、
安
精
業
革
、
寂
箕
無
為
、
体
形
無
見
影
、
身
軽
無
出
響
、
虚
心
下
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
立
元
神
第
十
九
）

と
い
い
、
漢
初
に
行
わ
れ
て
い
た
「
無
為
の
治
」
を
反
映
す
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
理
論
は
明
ら
か
に
、
「
大
一
統
」
を
目
指
す
漢
の
武

帝
の
意
向
に
反
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
天
人
合
＝
論
に
而
て
、
天
と
人
（
お
も
に
君
主
）
と
は
、
同
類
で
あ
る
と
さ
れ
、
両
者
は
公
平
平
等
に
感
応
し
対
話
で
き
る
位
置

に
あ
る
と
ざ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
は
人
と
同
じ
感
情
、
感
覚
、
構
造
を
も
ち
、
同
じ
理
念
の
仁
愛
の
心
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
集
合
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体
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
君
主
は
社
会
政
治
に
於
て
、
儒
教
理
念
に
よ
っ
て
行
え
ば
、
「
天
道
」
「
天
意
」
「
天
志
」
は
、
自
動
的
に

社
会
秩
序
の
中
に
反
映
さ
れ
、
貫
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
、
董
仲
醤
は
、
君
主
が
天
道
に
則
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
「
天
人
合
＝
の
基
本
原
則
に
則
っ
て
、
漢
王
朝
の
支
配
者
に
天

下
を
治
め
る
主
導
的
、
積
極
的
な
方
策
を
打
ち
出
し
た
。

　
た
と
え
ば
君
主
の
民
衆
に
対
す
る
「
教
化
」
に
つ
い
て
、
董
仲
翻
は
、
「
天
人
合
＝
論
に
よ
っ
て
、
「
天
地
の
数
、
独
だ
寒
暑
を
以
て

歳
を
成
す
能
わ
ず
、
必
ず
春
夏
秋
冬
有
り
。
聖
人
の
道
、
独
だ
威
勢
を
以
て
、
政
を
成
す
能
わ
ず
、
必
ず
教
化
有
り
」
（
為
人
者
天
第
四

十
一
）
「
天
、
民
の
性
を
生
じ
て
善
質
有
ら
し
む
る
も
未
だ
斜
な
る
能
わ
ず
、
是
に
於
て
之
が
為
に
王
を
立
て
以
て
之
を
善
に
す
る
は
、

此
れ
天
意
な
り
」
（
予
察
名
号
第
三
十
五
）
と
い
い
、
君
主
と
し
て
、
積
極
的
に
民
に
教
化
を
施
す
こ
と
を
己
の
責
任
と
せ
よ
、
と
い
う
。

　
「
天
人
合
＝
の
原
理
に
よ
っ
て
「
正
名
」
の
説
に
つ
い
て
粛
々
鉦
は
い
う
、
「
是
非
の
正
、
之
を
逆
順
に
取
る
。
逆
順
の
正
、
之
を
名

号
に
取
る
。
名
号
の
正
、
之
を
天
に
取
る
。
」
（
深
痛
名
号
第
三
十
五
）
な
ぜ
天
下
を
治
讃
す
る
名
号
を
天
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、
「
天
地
は
名
号
の
大
義
を
為
す
。
（
中
略
）
受
命
の
君
、
天
意
の
予
え
る
所
な
り
。
（
中
略
）
事
各
々
名
に
順
い
、
名
各
々
天
に
順
う
。

天
人
の
際
、
合
し
て
一
と
為
す
。
同
じ
く
し
て
理
を
通
じ
、
動
い
て
粗
い
益
す
。
順
い
て
相
受
け
、
之
を
徳
道
と
謂
う
。
」
（
深
察
名
号
第

三
十
五
）
と
い
っ
て
、
天
と
人
と
が
統
一
さ
れ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
名
分
、
道
理
、
是
非
な
ど
は
明
白
に
な
る
と
す
る
。

　
王
子
静
は
ま
た
、
「
天
人
合
＝
の
原
理
に
よ
っ
て
、
禮
や
、
官
制
の
体
系
も
、
天
の
構
造
に
象
っ
て
作
る
べ
し
、
と
主
張
す
る
。
「
天

地
と
人
、
三
に
し
て
徳
を
成
す
。
此
れ
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
三
に
し
て
一
と
成
す
は
、
天
の
大
経
な
り
。
此
れ
を
も
っ
て
天
一
と
為

す
。
是
の
故
に
禮
三
た
び
譲
り
て
一
節
を
成
し
、
官
は
三
人
に
し
て
一
選
を
成
す
」
（
官
制
象
天
津
二
十
四
）
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

特
に
、
聖
人
は
主
動
的
積
極
的
に
天
に
法
っ
て
天
に
参
す
れ
ば
、
有
効
且
つ
完
全
な
る
支
配
機
構
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。

　
　
天
以
三
成
之
、
王
以
三
舞
持
、
立
成
数
以
為
植
、
而
四
重
之
、
其
可
以
無
失
　
、
備
罪
数
以
参
事
、
軽
量
於
道
之
意
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
官
制
象
天
第
二
十
四
）

　
「
天
数
を
備
え
て
以
て
事
に
参
ず
」
と
は
、
天
命
論
を
前
提
に
す
る
主
動
進
取
精
神
の
展
開
と
い
っ
て
よ
い
。

　
天
か
ら
授
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
人
の
寿
命
も
、
人
の
行
為
に
よ
っ
て
増
減
で
き
る
。

　
　
天
長
之
尋
人
傷
霧
雪
、
其
長
島
。
天
短
骨
而
人
吉
之
者
、
其
短
益
。
夫
子
益
者
皆
人
、
人
菰
野
之
継
与
。
　
　
（
順
天
之
道
第
七
十
七
）
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人
の
行
動
は
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
命
の
長
短
を
も
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
「
人
は
天
の
継
」
と
い
い
、
人
は
天
の
継
承
で

あ
り
、
主
観
能
動
性
を
積
極
的
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
董
仲
箭
の
具
体
的
な
政
治
観
は
す
べ
て
「
天
人
合
＝
論
を
ベ
ー
ス
と
し
て
推
論
さ
れ
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

［
注
］（

1
）
　
『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
三
十
巻
所
収
。

（
2
）
『
春
秋
繁
露
』
に
つ
い
て
、
様
々
な
文
献
上
の
問
題
点
が
あ
る
が
、
小
論
は
一
応
こ
の
書
物
を
董
仲
箭
の
著
作
と
見
な
す
。
な
お
、
以
下
に
引
用
さ

　
　
れ
る
『
春
秋
繁
露
』
の
文
は
、
篇
名
と
順
序
だ
け
を
記
す
。

（
3
）
　
揚
尚
転
帰
著
『
繹
史
斎
学
術
文
集
』
「
大
禺
与
夏
后
氏
」
に
い
う
、
＝
般
人
質
已
然
是
依
諸
軍
而
居
、
那
些
騎
在
人
椚
頭
上
的
統
治
者
、
碁
子
得
往

　
　
在
高
的
山
上
了
。
他
岩
屋
在
高
的
山
上
、
作
為
人
間
的
統
治
者
、
同
時
也
作
為
上
帝
的
苗
喬
及
其
代
言
人
。
他
室
把
自
己
作
為
人
上
天
之
間
的
媒
介
物
、

　
　
這
種
媒
介
物
的
名
称
叫
作
「
申
」
（
神
）
」
と
。
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
版
）
。

（
4
）
　
郭
沫
若
著
「
先
秦
天
道
観
之
進
展
」
を
参
照
さ
せ
た
い
。
（
『
青
銅
時
代
』
所
収
）

（
5
）
　
昭
公
十
七
年
。

（
6
）
　
僖
公
十
四
年
。

（
7
）
　
哀
公
十
三
年
。

（
8
）
　
盧
文
詔
の
校
に
よ
り
、
「
人
之
受
命
天
之
尊
」
七
文
字
を
け
ず
り
、
「
有
」
一
文
字
を
補
う
。

（
9
）
　
町
田
三
郎
先
生
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
も
し
人
間
が
小
さ
な
天
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
の
行
為
は
そ
の
小
窯
に
拘
わ
ら
ず
天
と
感
応
す
る
こ

　
　
と
自
明
で
あ
る
。
こ
れ
が
天
人
相
與
論
の
根
据
で
あ
り
、
…
…
」
。
　
東
洋
学
叢
書
『
秦
漢
思
想
史
の
研
究
』
第
二
章
六
　
古
文
社
昭
和
六
十
年
版
第

　
　
　
一
七
〇
頁
。

（
1
0
）
　
仲
野
の
君
主
論
の
現
実
性
に
つ
い
て
、
章
政
通
氏
は
次
の
よ
う
に
評
論
し
て
い
る
、

　
　
　
　
仲
紆
常
用
「
聖
人
」
一
業
、
他
心
掌
中
的
聖
人
不
日
上
手
聖
無
関
、
事
実
上
同
坐
人
君
或
人
主
、
就
是
在
現
実
上
統
治
国
家
的
君
主
。
（
中
略
）

　
　
　
　
聖
人
既
等
於
人
主
、
所
以
居
高
位
也
等
位
居
至
徳
。
人
主
既
居
至
徳
罷
業
、
他
的
所
作
所
為
、
淡
画
直
行
天
徳
（
中
略
）
這
種
思
想
前
面
説
過
、

　
　
　
　
部
分
原
因
是
了
遷
就
専
制
一
統
天
下
的
現
状
。
　
　
（
章
政
通
著
『
董
仲
欝
』
第
七
章
　
東
大
図
書
公
司
）
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